
平成２９年第１１回農業委員会総会議事録 

 
１．開催日時 平成２９年１０月３０日(金) 午後３時００分～ 

              

２．開催場所 宇土市役所 防災棟会議室 

 

 

３．出席委員（１２人） 

   農業委員 金田起代子  中山 一一  谷山 次則  佃 正人 

  田代 洋一  齊藤 英次  境 良一  本田 孝徳 

  山本 賢一  太田 桂子  佐美三 守  堀  城 

４．欠席委員（０人）  

        

５．議事録署名者指名  田代 洋一議長 

  議事録署名委員   山本 賢一  太田 桂子 

６．議 事 

 （１）議案 第３９号 農地法第３条の規定による許可申請審議について 

 （２）議案 第４０号 農地法第４条の規定による許可申請審議について 

 （３）議案 第４１号 農地法第５条の規定による許可申請審議について 

 （４）議案 第４２号 農用地利用集積計画の同意について 

 （５）報告９号    農地法第１８条６項の規定による農地の合意解約につ

いて 

 （６）報告１０号   農地の許可不要転用届について 

（７）その他 

 

 

唯局長  こんにちは。 

お忙しい中にお集まりいただきまして，ありがとうございます。 

本日は平成２９年第１１回の通常総会であります。今回は，総会終

了後に農業者年金の加入促進について，中央会・農業会議からお越

しいただき，研修会を予定しております。最後までよろしくお願い

会います。  

 

      それではただいまから，総会を始めさせていただきます。 

      本日の農業委員さんのご出席数は１２名中，全員のご出席をいただい



ておりますので，本日の総会が成立したことをご報告します。 

      開会にあたりまして，田代会長からご挨拶をお願いします。 

 

田代会長  こんにちは。 

      委員の皆様には，平成２９年第１１回の農業委員会の総会にご出席い

ただきありがとうございます。この間と同じく，今回も台風が心配さ

れましたが，逸れまして本当に助かりました。私のところもこれから

アキマサリの資料米を，これから４０丁くらい刈らなくてはならない

ものですから，今日から６台のコンバインで刈っております。この間

の１０月２０日に，県の農業会議の常設審議会が熊本テルサでありま

したが，その中で農業委員会法が改正され最適化推進委員さんができ

たということで，農業委員さんと最適化推進委員さんの活動をどうい

うふうにしていくかを話がありました。農業会議から進め方をどうい

う風にするかを具体的に話があったんですけど，今後農業委員会の局

長の会議を開催するということで進められていくんですけど，その中

でやっぱりアンケートを取って意見を聞いて，取りまとめて進めると

いうような話がありまして，その中で私から，結局農地が遊休農地に

なったり荒れたりしている農地は誰でも貸したいという話をしまし

て，そういうところはですね，作りにくいところ，作られないところ，

そういうところだから中間管理機構を通して中間管理機構がもし借

りても，２年内には戻さなくてはならないようになるという話をしま

した。結局，借り手も今ほとんど中間管理機構を通して貸し借りをし

てますけど，相対で借り手も必ず決まっているものを世話していると

いう状況であります。だから，当然申し出があって説明をして，農業

委員さんとか最適化推進委員さんが回って，預かっても借り手がいな

ければ何にもならない。だから，そのためにはちゃんとそういうよう

な圃場条件が悪いところはピシャッとしないと何にもならないとい

う話をして，そのためには今，農業基盤整備事業がこういう制度がい

いのがあるから，これとセットに進めていくべきだと話をしました。

皆さんも結構そういうことだということになりました。今後，そうい

う方向になっていくと思います。今日は後から，農業者年金の話もあ

ります。農業者年金の制度も昔と比べて勧めやすい年金で，しっかり

話を聞いていただいて，進めていただきたいなと思います。今日はよ

ろしくお願いします。 

 

唯局長   ありがとうございました。 



      次に議長選出になりますが，宇土市農業委員会会議規則第５条により，

田代会長に議長をお願いします。 

 

田代議長  それでは，平成２９年第１１回農業委員会総会を開会します。しばら

くの間，議長を務めさせていただきます。まず，議事録署名委員の指

名でありますが，議長において指名するということでよろしいでしょ

うか。 

 

全委員    異議なし。 

 

田代議長  それでは，山本委員さんと太田委員さんにお願いします。 

       

      それでは只今より議案審議を行います。 

      まず，申請書の確認委員さんより申請内容について説明をお願いし，

後から事務局の補足説明の上，可否の判断をしていただくということ

になっております。確認委員さんには説明をよろしくお願いします。 

 

      それでは，今月の議案審議をお願いします。 

 

      議案第３９号，農地法第３条の規定による農地所有権移転等の許可申

請に対する審議についてを議題とします。 

      申請番号１番について，確認委員は中山委員さんですので，よろしく

お願いします。 

 

中山委員  はい。申請番号１番を説明します。譲受人・譲渡人・土地の所在地は

議案書記載の通りです。登記，現況につきましては合計の方で説明申

し上げます。田が１２筆，畑が６筆，計１８筆，登記面積が田８９５

８㎡，畑が８７９８㎡，合計の１７７５６㎡です。耕作面積が１７７

５６㎡，申請面積が同じく１７７５６㎡です。所有権は無償です。譲

受理由，親受贈，譲渡理由は子へ贈与，家族２名，権利の種類は贈与

です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   はい。申請番号１番について補足説明します。申請地までの通作距離



は１㎞であり，農業年数３５年，農機具も所有し，主たる作物は米・

野菜になります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について，委員さん

のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

      申請番号２番について，確認委員さんは中山委員さんですので，説明

をお願いします。 

 

中山委員  はい。２番について説明します。譲受人・譲渡人及び土地の所在地は

議案書記載の通りです。登記畑，現況畑です。登記面積は６２㎡です。

耕作面積４８９５㎡，申請面積が６２㎡です。貸借形態は所有権有償

です。譲受理由は自作地交換，譲渡理由は自作地交換です。家族１名，

権利の種類は交換です。以上です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   はい。申請番号２番について補足説明します。申請地は自宅の近接地

であり，農業年数３５年，農機具も所有し，主たる作物はコメ・野菜

になります。なお，こちらの案件は８ページの第５条申請の１番との

関連がある案件で，転用地申請との交換になります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

 

田代議長  異議なしということですので，２番については承認をいたします。 

      続きまして，申請番号３番について，確認委員は私ですので説明しま

す。 

 



田代委員  申請番号３番について説明します。譲受人・譲渡人・土地の所在地は

議案書記載の通りです。登記田，現況田，登記面積は３８７㎡，耕作

面積７１７０㎡，申請面積３８７㎡，貸借形態所有権有償です。譲受

理由規模拡大，譲渡理由は経営縮小，家族１名，権利の種類は売買で

す。よろしくお願いします。 

 

田代議長  説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたらお願いしま

す。 

 

事務局   申請番号３番について補足説明します。申請地までの通作距離は１０

０ｍであり，農業年数３年，農機具も所有し，主たる作物は米・野菜

になります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号３番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，３番については承認をいたします。 

      以上で議案第３９号については３件すべて承認を得ましたので，許可

書の交付を行います。 

       

      次に議案第４０号，農地法第４条の規定による農地転用の許可申請に

対する審議についてを議題といたします。 

 

      申請番号１番について，確認委員さんは中山委員さんですので，説明

をお願いします。 

 

中山委員  はい。申請番号１番について説明します。申請人，土地の所在地は議

案書記載の通りです。登記田，現況宅地です。登記面積１．９８㎡，

転用目的は通路です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。他に事務局より補足説明があり

ましたらお願いします。 

 

事務局   はい。申請番号１番について補足説明します。地図は６ページです。 



      申請人は八代市に居住する個人であり，申請地が通路の一部として適

していると考え，今回の転用申請となりました。なお，申請地はすで

に通路として使用してあり，始末書添付の案件となります。申請地は，

上下水道管が埋設されている道路の沿道の区域であり，かつ，おおむ

ね５００ｍ以内に花園小学校および花園幼稚園があるため，第３種農

地になると思われます。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について委員さん方

のご意見はございませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

      以上で，議案第４０号については承認を得ましたので，許可書の交付

を行います。 

 

      次に議案第４１号，農地法第５条の規定による農地転用の権利移転を

伴う許可申請に対する審議についてを議題とします。 

 

      申請番号１番について，確認委員さんは中山委員さんですので，説明

をお願いします。 

 

中山委員  申請番号１番について説明いたします。譲受人・譲渡人・土地の所在

地は議案書記載の通りです。登記畑，現況畑，登記面積６２㎡，内転

用面積も６２㎡です。権利の種類は所有権有償，先ほどの３条申請と

の交換です。転用目的は通路です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   申請番号１番について補足説明します。地図は９ページです。こちら

は，第３条申請の２番との関連案件になります。申請人は，境目町に

居住する個人であり，自己所有農地までの通路が無く不便であったた

め今回の転用申請となりました。申請地は都市計画の用途地域であり，

第３種農地になります。許可は可能です。以上です。 

 



田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について委員さん方

のご意見はございませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

      続いて申請番号２番について，確認委員さんは中山委員さんですので

説明をお願いします。 

 

中山委員  申請番号２番について説明します。譲受人，譲渡人，土地の所在地は

議案書記載の通りです。登記畑，現況畑，登記面積６６９㎡，内転用

面積６６９㎡です。権利の種類は，所有権有償売買です。転用目的は

共同住宅２２４．４２㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  申請番号２番について，確認委員さんの説明は終わりました。事務局

より補足説明がありましたらお願いします。 

 

事務局   申請番号２番について補足説明をします。地図は１０ページです。 

      申請人は熊本市に居住する個人であり，共同住宅を建てる場所を探し

ていたところ，申請地が住宅地域で，若い世代の家族が増加傾向にあ

るため適していると考え，今回の転用申請となりました。申請地は，

第１種農地，第２種農地，及び第３種農地の基本的な区分のいずれの

要件にも該当しない農地であり，その他の農地として第２種農地に位

置付けられると思われます。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番について委員さん方

のご意見はございませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，２番については承認をいたします。 

      申請番号３番について，確認委員さんは金田委員さんですので，説明

をお願いします。 

 

金田委員  申請番号３番について説明をいたします。譲受人，譲渡人，土地の所

在地は議案書記載の通りです。登記田，現況畑，登記面積は２筆合計



１６９６㎡，権利の種類は使用貸借権設定です。転用目的は駐車場・

公園・小屋です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局から補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   申請番号３番について補足説明します。地図は１１ページです。 

      申請人は高柳町で飲食店を営む個人であり，来客用の駐車場，公園，

小屋を作るために申請地が隣接地であり適していると考え，今回の転

用申請となりました。なお，申請地はすでに一部が駐車場として利用

してあり，始末書添付の案件となります。申請地は１０ヘクタール以

上の農地の広がりがあり，第１種農地になると思われますが，不許可

の例外に該当し，許可は可能です。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番について委員さん方

のご意見はありませんか。 

 

山本委員  公園としてありますが，どういう公園ですか。 

 

事務局   お局様が来店されて楽しまれる公園です。 

 

山本委員  公園となると公の施設と思われますが，来客の遊び場の様なものなの

でしょうか。 

 

事務局   そうですね。 

 

山本委員  面積が広いし，開発許可が必要ではないのか。 

 

事務局   １０００㎡を超えると，都市整備課で災害防止条例にかかるので，そ

ちらは別途手続きを進められています。ただ，県の開発許可は３００

０㎡以上なので，それには該当しません。 

 

田代議長  進入道路の所有はどうなっているのか。公道なのか私道なのか。 

 

事務局   確認しておりません。調べてみます。 

 



田代議長  ほかにご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，３番については承認をします。 

      以上で議案第４１号については３件承認を得ましたので，許可書の交

付を行います。 

 

      次に議案第４２号，農用地利用集積計画の同意についてを議題としま

す。それでは，事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   はい。それでは説明をいたします。番号８７番，借り手・貸し手・物

件の表示は議案書の通りです。地目田，面積が９０２㎡，平成２９年

１０月３０日から平成３４年１０月２９日まで５年間の賃借権の設

定となっており，借賃は１筆当たり米１俵となっております。 

 

      番号８８番。借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載の通りです。

地目が３筆とも田で，面積が３筆合計の４９２６㎡で，平成２９年１

１月１日から平成３９年１０月３１日までの，１０年間の賃借権再設

定となっており，借賃は１０アール当たり４００００円となっており

ます。 

 

      続きまして，番号８９番から９２番までは，農地中間管理事業に関連

する案件となります。 

番号８９番。借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載の通りです。

地目が８筆とも田で，面積が計の６７９４㎡，平成３０年１月１日か

ら平成３９年１２月３１までの１０年間の賃借権設定となっており，

借賃は１０アール当たり１００００円となっております。 

 

番号９０番。借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載の通りです。

地目が田で，面積が１１１７㎡，平成３０年１月１日から平成３９年

１２月３１日までの１０年間の賃借権の設定となっており，借賃は１

０アール当たり１００００円となっております。 

 

番号９１番。借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載の通りです。

地目２筆とも田で，面積合計が２４６６㎡，平成３０年１月１日から



平成３９年１２月３１日までの１０年間の賃借権設定となっており，

借賃は１０アール当たり１００００円となっております。 

 

      番号９２番。借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載の通りです。

地目田で，面積が２２２７㎡で，平成３０年１月１日から平成３９年

１２月３１日までの１０年間の賃借権設定となっており，借賃は１０

アール当たり１００００円となっております。 

 

      続きまして１５ページをお開きください。 

      こちらが今月の利用権設定等一覧表となっております。続きまして１

６ページをお開きください。左側の表が今月の利用権設定となってお

ります。合計だけ読み上げますと，利用権の設定が１８４３２㎡行わ

れております。そして右側のページが１月からの累計となっておりま

す。合計だけ読み上げますと，利用権設定が３２３７９７㎡，所有権

移転が６９８８㎡行われております。以上です。 

 

田代議長  事務局からの説明は終わりました。委員さん方からのご意見はござい

ませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，議案第４２号については同意をします。 

      以上で，議案第４２号については同意したことを市へ通知をいたしま

す。 

      次に，報告９号。農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借等

の合意解約についてを議題とします。 

      事務局の説明をお願いします。 

 

事務局   報告いたします。番号１番，解約農地は議案書記載の通りです。地目

田，面積が１１１７㎡で，賃貸人・賃借人は議案書記載の通りです。

平成２９年１０月３日付け，農地中間管理事業利用のための解約とな

っております。以上です。 

 

田代議長  以上で報告９号の事務局からの報告を終わります。 

次に，報告１０号，農地の許可不要転用届の報告についてを議題とし

ます。事務局より報告をお願いします。 



 

事務局   はい。地図は，申請番号１番が２１ページ，申請番号２番が２２ペー

ジです。 

      申請番号１番について報告いたします。届出農地，転用者，所有者は

議案書記載の通りです。農地面積６１０㎡の内１９９㎡を農業用倉庫

に転用するものです。農地法施行規則において，自己所有地の２００

㎡未満の農業用施設については，農地法第４条及び第５条の許可不要

とされていますので報告します。 

     続きまして申請番号２番，届出農地，転用者，所有者は議案書記載

の通りです。農地面積４筆計１４１５．５２㎡を防災広場に転用す

るものです。こちらは，昨年の熊本地震により，それまで使われて

いた防災広場が仮設住宅に使用され，使えなくなったため今回の転

用申請となりました。そのため，仮設住宅が撤去されるまでの転用

となります。土地収用法その他の法律によって収用，または使用す

る場合は，農地法第４条及び第５条の許可不要とされておりますの

で報告します。以上です。 

 

田代議長 以上で，報告第１０号について，事務局の報告を終わります。 

     以上で予定しておりました案件は，おかげさまですべて承認いたし

ました。その他ですが，事務局より皆様に連絡等がありましたらよ

ろしくお願いします。 

 

事務局  １点だけ，先ほど農業者年金関係の対象者名簿をお配りしておりま

す。今日，研修もありますので事前にお配りしましたが，百数十名

記載しております。対象者名簿ということで挙げておりますけど，

その他にもお知り合いなどいらっしゃると思いますので，名簿にこ

だわらず今後，特にこれからの２か月間を加入推進月間という形で

できればと思ってますので，加入推進をお声かけいただき，もし興

味があられる方で，話を聞きたいと言われる方には，私の方から話

をさせてもらっても構いませんので，この２か月間の推進月間にご

協力をお願いします。名簿の中には名前が間違っていたり農業を辞

められていたりする場合もあるかもしれませんが，その際はご了承

をお願いします。地区だけのこだわらず，お知り合いにも声かけを

お願いします。以上です。 

 

佐美三副会長  それでは平成２９年第１１回農業委員会総会を閉会します。 



            議    長   田代 洋一    印 

 

議事録署名人   山本 賢一    印 

 

議事録署名人   太田 桂子    印 

 

 

 

 

※  閉会後，中央会・農業会議から農業者年金の新規加入促進について研修会

が開催された。 


